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課長課長課長課長課長課長課長 設計設計設計設計設計設計設計 係係係係係係係 工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名 図面名図面名図面名図面名図面名図面名図面名

釜石市建設部都市計画課釜石市建設部都市計画課釜石市建設部都市計画課釜石市建設部都市計画課釜石市建設部都市計画課釜石市建設部都市計画課釜石市建設部都市計画課
Ａ－1Ａ－1Ａ－1Ａ－1Ａ－1Ａ－1Ａ－1

　　　資材の搬出入時及び作業時には、安全を確保すること。　　　資材の搬出入時及び作業時には、安全を確保すること。　　　資材の搬出入時及び作業時には、安全を確保すること。　　　資材の搬出入時及び作業時には、安全を確保すること。　　　資材の搬出入時及び作業時には、安全を確保すること。　　　資材の搬出入時及び作業時には、安全を確保すること。　　　資材の搬出入時及び作業時には、安全を確保すること。

　２）安全の確保　２）安全の確保　２）安全の確保　２）安全の確保　２）安全の確保　２）安全の確保　２）安全の確保

（３）中間検査（３）中間検査（３）中間検査（３）中間検査（３）中間検査（３）中間検査（３）中間検査

(2)  工事着手・施工・完成にあたり、関係官公庁その他関係機関への必要な届出、手続きを遅滞なく行うとともに、監督員の指示に従い、誠実に施工すること。(2)  工事着手・施工・完成にあたり、関係官公庁その他関係機関への必要な届出、手続きを遅滞なく行うとともに、監督員の指示に従い、誠実に施工すること。(2)  工事着手・施工・完成にあたり、関係官公庁その他関係機関への必要な届出、手続きを遅滞なく行うとともに、監督員の指示に従い、誠実に施工すること。(2)  工事着手・施工・完成にあたり、関係官公庁その他関係機関への必要な届出、手続きを遅滞なく行うとともに、監督員の指示に従い、誠実に施工すること。(2)  工事着手・施工・完成にあたり、関係官公庁その他関係機関への必要な届出、手続きを遅滞なく行うとともに、監督員の指示に従い、誠実に施工すること。(2)  工事着手・施工・完成にあたり、関係官公庁その他関係機関への必要な届出、手続きを遅滞なく行うとともに、監督員の指示に従い、誠実に施工すること。(2)  工事着手・施工・完成にあたり、関係官公庁その他関係機関への必要な届出、手続きを遅滞なく行うとともに、監督員の指示に従い、誠実に施工すること。

(3)  設計図書に疑義が生じた場合は、直ちに監督員の指示を仰ぐこと。なお、設計図書に記載のない事項でも処理上、当然必要なもの、及び軽微な変更は請負契(3)  設計図書に疑義が生じた場合は、直ちに監督員の指示を仰ぐこと。なお、設計図書に記載のない事項でも処理上、当然必要なもの、及び軽微な変更は請負契(3)  設計図書に疑義が生じた場合は、直ちに監督員の指示を仰ぐこと。なお、設計図書に記載のない事項でも処理上、当然必要なもの、及び軽微な変更は請負契(3)  設計図書に疑義が生じた場合は、直ちに監督員の指示を仰ぐこと。なお、設計図書に記載のない事項でも処理上、当然必要なもの、及び軽微な変更は請負契(3)  設計図書に疑義が生じた場合は、直ちに監督員の指示を仰ぐこと。なお、設計図書に記載のない事項でも処理上、当然必要なもの、及び軽微な変更は請負契(3)  設計図書に疑義が生じた場合は、直ちに監督員の指示を仰ぐこと。なお、設計図書に記載のない事項でも処理上、当然必要なもの、及び軽微な変更は請負契(3)  設計図書に疑義が生じた場合は、直ちに監督員の指示を仰ぐこと。なお、設計図書に記載のない事項でも処理上、当然必要なもの、及び軽微な変更は請負契

　　 約工事費の範囲で施工すること。　　 約工事費の範囲で施工すること。　　 約工事費の範囲で施工すること。　　 約工事費の範囲で施工すること。　　 約工事費の範囲で施工すること。　　 約工事費の範囲で施工すること。　　 約工事費の範囲で施工すること。

(4)  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」に準拠し発生廃材が適切に処理されること。(4)  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」に準拠し発生廃材が適切に処理されること。(4)  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」に準拠し発生廃材が適切に処理されること。(4)  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」に準拠し発生廃材が適切に処理されること。(4)  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」に準拠し発生廃材が適切に処理されること。(4)  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」に準拠し発生廃材が適切に処理されること。(4)  「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」並びに「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」に準拠し発生廃材が適切に処理されること。

(5)  工事中は、労働災害の防止は勿論、第三者にも注意し安全管理に努めること。(5)  工事中は、労働災害の防止は勿論、第三者にも注意し安全管理に努めること。(5)  工事中は、労働災害の防止は勿論、第三者にも注意し安全管理に努めること。(5)  工事中は、労働災害の防止は勿論、第三者にも注意し安全管理に努めること。(5)  工事中は、労働災害の防止は勿論、第三者にも注意し安全管理に努めること。(5)  工事中は、労働災害の防止は勿論、第三者にも注意し安全管理に努めること。(5)  工事中は、労働災害の防止は勿論、第三者にも注意し安全管理に努めること。

(9)  工事用水道及び工事用電気は、原則、請負者負担とする。(9)  工事用水道及び工事用電気は、原則、請負者負担とする。(9)  工事用水道及び工事用電気は、原則、請負者負担とする。(9)  工事用水道及び工事用電気は、原則、請負者負担とする。(9)  工事用水道及び工事用電気は、原則、請負者負担とする。(9)  工事用水道及び工事用電気は、原則、請負者負担とする。(9)  工事用水道及び工事用電気は、原則、請負者負担とする。

(10) クレーン車、その他重機使用に際し前面道路への影響が及ぶ場合は、交通整理員を適切に配置し、通行の安全を確保すること。(10) クレーン車、その他重機使用に際し前面道路への影響が及ぶ場合は、交通整理員を適切に配置し、通行の安全を確保すること。(10) クレーン車、その他重機使用に際し前面道路への影響が及ぶ場合は、交通整理員を適切に配置し、通行の安全を確保すること。(10) クレーン車、その他重機使用に際し前面道路への影響が及ぶ場合は、交通整理員を適切に配置し、通行の安全を確保すること。(10) クレーン車、その他重機使用に際し前面道路への影響が及ぶ場合は、交通整理員を適切に配置し、通行の安全を確保すること。(10) クレーン車、その他重機使用に際し前面道路への影響が及ぶ場合は、交通整理員を適切に配置し、通行の安全を確保すること。(10) クレーン車、その他重機使用に際し前面道路への影響が及ぶ場合は、交通整理員を適切に配置し、通行の安全を確保すること。

　　 に努めること。　　　 に努めること。　　　 に努めること。　　　 に努めること。　　　 に努めること。　　　 に努めること。　　　 に努めること。　

(11) 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、粉塵等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努めるとともに、周辺道路の環境悪化防止(11) 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、粉塵等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努めるとともに、周辺道路の環境悪化防止(11) 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、粉塵等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努めるとともに、周辺道路の環境悪化防止(11) 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、粉塵等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努めるとともに、周辺道路の環境悪化防止(11) 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、粉塵等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努めるとともに、周辺道路の環境悪化防止(11) 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、粉塵等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努めるとともに、周辺道路の環境悪化防止(11) 工事施工の各段階において、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、粉塵等の影響が生じないよう、周辺環境の保全に努めるとともに、周辺道路の環境悪化防止

(12) 重機進入経路及び解体材搬出経路は、仮設計画書を提出すること。(12) 重機進入経路及び解体材搬出経路は、仮設計画書を提出すること。(12) 重機進入経路及び解体材搬出経路は、仮設計画書を提出すること。(12) 重機進入経路及び解体材搬出経路は、仮設計画書を提出すること。(12) 重機進入経路及び解体材搬出経路は、仮設計画書を提出すること。(12) 重機進入経路及び解体材搬出経路は、仮設計画書を提出すること。(12) 重機進入経路及び解体材搬出経路は、仮設計画書を提出すること。

(13) 産業廃棄物管理票（マニフェストＥ票）を提出すること。(13) 産業廃棄物管理票（マニフェストＥ票）を提出すること。(13) 産業廃棄物管理票（マニフェストＥ票）を提出すること。(13) 産業廃棄物管理票（マニフェストＥ票）を提出すること。(13) 産業廃棄物管理票（マニフェストＥ票）を提出すること。(13) 産業廃棄物管理票（マニフェストＥ票）を提出すること。(13) 産業廃棄物管理票（マニフェストＥ票）を提出すること。

　　 れる産業廃棄物については岩手県産業廃棄物税が課税されているので適正に処理すること。　　 れる産業廃棄物については岩手県産業廃棄物税が課税されているので適正に処理すること。　　 れる産業廃棄物については岩手県産業廃棄物税が課税されているので適正に処理すること。　　 れる産業廃棄物については岩手県産業廃棄物税が課税されているので適正に処理すること。　　 れる産業廃棄物については岩手県産業廃棄物税が課税されているので適正に処理すること。　　 れる産業廃棄物については岩手県産業廃棄物税が課税されているので適正に処理すること。　　 れる産業廃棄物については岩手県産業廃棄物税が課税されているので適正に処理すること。

　　 本工事では、岩手県産業廃棄物税相当額を計上している。本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場（中間処理施設経由も含む）に搬入さ　　 本工事では、岩手県産業廃棄物税相当額を計上している。本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場（中間処理施設経由も含む）に搬入さ　　 本工事では、岩手県産業廃棄物税相当額を計上している。本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場（中間処理施設経由も含む）に搬入さ　　 本工事では、岩手県産業廃棄物税相当額を計上している。本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場（中間処理施設経由も含む）に搬入さ　　 本工事では、岩手県産業廃棄物税相当額を計上している。本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場（中間処理施設経由も含む）に搬入さ　　 本工事では、岩手県産業廃棄物税相当額を計上している。本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場（中間処理施設経由も含む）に搬入さ　　 本工事では、岩手県産業廃棄物税相当額を計上している。本工事で発生する建設廃棄物のうち、岩手県内の最終処分場（中間処理施設経由も含む）に搬入さ

(14) 写真管理：着工前、竣工後の完成写真と、各工事工程写真（産業廃棄物処理関係含む）を提出すること。(14) 写真管理：着工前、竣工後の完成写真と、各工事工程写真（産業廃棄物処理関係含む）を提出すること。(14) 写真管理：着工前、竣工後の完成写真と、各工事工程写真（産業廃棄物処理関係含む）を提出すること。(14) 写真管理：着工前、竣工後の完成写真と、各工事工程写真（産業廃棄物処理関係含む）を提出すること。(14) 写真管理：着工前、竣工後の完成写真と、各工事工程写真（産業廃棄物処理関係含む）を提出すること。(14) 写真管理：着工前、竣工後の完成写真と、各工事工程写真（産業廃棄物処理関係含む）を提出すること。(14) 写真管理：着工前、竣工後の完成写真と、各工事工程写真（産業廃棄物処理関係含む）を提出すること。

(16) 本工事にあたっては、関係所管部所と充分協議すると伴に、入居者に迷惑を及ぼすことのないように施工計画をたて施工のこと。(16) 本工事にあたっては、関係所管部所と充分協議すると伴に、入居者に迷惑を及ぼすことのないように施工計画をたて施工のこと。(16) 本工事にあたっては、関係所管部所と充分協議すると伴に、入居者に迷惑を及ぼすことのないように施工計画をたて施工のこと。(16) 本工事にあたっては、関係所管部所と充分協議すると伴に、入居者に迷惑を及ぼすことのないように施工計画をたて施工のこと。(16) 本工事にあたっては、関係所管部所と充分協議すると伴に、入居者に迷惑を及ぼすことのないように施工計画をたて施工のこと。(16) 本工事にあたっては、関係所管部所と充分協議すると伴に、入居者に迷惑を及ぼすことのないように施工計画をたて施工のこと。(16) 本工事にあたっては、関係所管部所と充分協議すると伴に、入居者に迷惑を及ぼすことのないように施工計画をたて施工のこと。

　　ⅱ）クラック部補修　　ⅱ）クラック部補修　　ⅱ）クラック部補修　　ⅱ）クラック部補修　　ⅱ）クラック部補修　　ⅱ）クラック部補修　　ⅱ）クラック部補修

　　　　・シール工法　　　　・シール工法　　　　・シール工法　　　　・シール工法　　　　・シール工法　　　　・シール工法　　　　・シール工法

　　　　　クラック幅０．２mm未満に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅０．２mm未満に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅０．２mm未満に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅０．２mm未満に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅０．２mm未満に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅０．２mm未満に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅０．２mm未満に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。

　　　　・自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　　　　・自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　　　　・自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　　　　・自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　　　　・自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　　　　・自動式低圧エポキシ樹脂注入工法　　　　・自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

　　　　・Uカットシール材充填工法　　　　・Uカットシール材充填工法　　　　・Uカットシール材充填工法　　　　・Uカットシール材充填工法　　　　・Uカットシール材充填工法　　　　・Uカットシール材充填工法　　　　・Uカットシール材充填工法

　　　　　クラック幅１．０mm以上に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅１．０mm以上に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅１．０mm以上に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅１．０mm以上に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅１．０mm以上に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅１．０mm以上に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。　　　　　クラック幅１．０mm以上に適用し、シーリング材は可とう性エポキシ樹脂とする。

　　ⅲ）欠損部補修　　ⅲ）欠損部補修　　ⅲ）欠損部補修　　ⅲ）欠損部補修　　ⅲ）欠損部補修　　ⅲ）欠損部補修　　ⅲ）欠損部補修

　　　　・小規模（０．２５㎡以下程度）欠損部は被着面にプライマーを塗布した後、エポキシ樹脂モルタルの充填を行う。　　　　・小規模（０．２５㎡以下程度）欠損部は被着面にプライマーを塗布した後、エポキシ樹脂モルタルの充填を行う。　　　　・小規模（０．２５㎡以下程度）欠損部は被着面にプライマーを塗布した後、エポキシ樹脂モルタルの充填を行う。　　　　・小規模（０．２５㎡以下程度）欠損部は被着面にプライマーを塗布した後、エポキシ樹脂モルタルの充填を行う。　　　　・小規模（０．２５㎡以下程度）欠損部は被着面にプライマーを塗布した後、エポキシ樹脂モルタルの充填を行う。　　　　・小規模（０．２５㎡以下程度）欠損部は被着面にプライマーを塗布した後、エポキシ樹脂モルタルの充填を行う。　　　　・小規模（０．２５㎡以下程度）欠損部は被着面にプライマーを塗布した後、エポキシ樹脂モルタルの充填を行う。

　　　　・その他の欠損部は、モルタル塗り替え工法（剥離防止工法併用）とする。　　　　・その他の欠損部は、モルタル塗り替え工法（剥離防止工法併用）とする。　　　　・その他の欠損部は、モルタル塗り替え工法（剥離防止工法併用）とする。　　　　・その他の欠損部は、モルタル塗り替え工法（剥離防止工法併用）とする。　　　　・その他の欠損部は、モルタル塗り替え工法（剥離防止工法併用）とする。　　　　・その他の欠損部は、モルタル塗り替え工法（剥離防止工法併用）とする。　　　　・その他の欠損部は、モルタル塗り替え工法（剥離防止工法併用）とする。

　　　　いずれの場合も脆弱部分はハンマー等ですべて除去し、爆裂等により鉄筋が露出している場合は鉄筋腐食補修を行う。　　　　いずれの場合も脆弱部分はハンマー等ですべて除去し、爆裂等により鉄筋が露出している場合は鉄筋腐食補修を行う。　　　　いずれの場合も脆弱部分はハンマー等ですべて除去し、爆裂等により鉄筋が露出している場合は鉄筋腐食補修を行う。　　　　いずれの場合も脆弱部分はハンマー等ですべて除去し、爆裂等により鉄筋が露出している場合は鉄筋腐食補修を行う。　　　　いずれの場合も脆弱部分はハンマー等ですべて除去し、爆裂等により鉄筋が露出している場合は鉄筋腐食補修を行う。　　　　いずれの場合も脆弱部分はハンマー等ですべて除去し、爆裂等により鉄筋が露出している場合は鉄筋腐食補修を行う。　　　　いずれの場合も脆弱部分はハンマー等ですべて除去し、爆裂等により鉄筋が露出している場合は鉄筋腐食補修を行う。

　　　　　クラック幅０．２～１．０mm未満に適用し、注入口間隔は２００～３００mmとする。　　　　　クラック幅０．２～１．０mm未満に適用し、注入口間隔は２００～３００mmとする。　　　　　クラック幅０．２～１．０mm未満に適用し、注入口間隔は２００～３００mmとする。　　　　　クラック幅０．２～１．０mm未満に適用し、注入口間隔は２００～３００mmとする。　　　　　クラック幅０．２～１．０mm未満に適用し、注入口間隔は２００～３００mmとする。　　　　　クラック幅０．２～１．０mm未満に適用し、注入口間隔は２００～３００mmとする。　　　　　クラック幅０．２～１．０mm未満に適用し、注入口間隔は２００～３００mmとする。

　　　　調査でクラック部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査でクラック部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査でクラック部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査でクラック部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査でクラック部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査でクラック部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査でクラック部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。

　　　　調査で欠損部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査で欠損部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査で欠損部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査で欠損部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査で欠損部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査で欠損部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。　　　　調査で欠損部分を発見した場合は、監督職員の指示により次のいずれかとする。

（２）仮設工事（２）仮設工事（２）仮設工事（２）仮設工事（２）仮設工事（２）仮設工事（２）仮設工事

　１）仮設足場　１）仮設足場　１）仮設足場　１）仮設足場　１）仮設足場　１）仮設足場　１）仮設足場

　　　仮設足場は「労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成２１年厚生労働省令第２３号）」及び「手すり先行工法に関するガイドライン」を適用する。　　　仮設足場は「労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成２１年厚生労働省令第２３号）」及び「手すり先行工法に関するガイドライン」を適用する。　　　仮設足場は「労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成２１年厚生労働省令第２３号）」及び「手すり先行工法に関するガイドライン」を適用する。　　　仮設足場は「労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成２１年厚生労働省令第２３号）」及び「手すり先行工法に関するガイドライン」を適用する。　　　仮設足場は「労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成２１年厚生労働省令第２３号）」及び「手すり先行工法に関するガイドライン」を適用する。　　　仮設足場は「労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成２１年厚生労働省令第２３号）」及び「手すり先行工法に関するガイドライン」を適用する。　　　仮設足場は「労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成２１年厚生労働省令第２３号）」及び「手すり先行工法に関するガイドライン」を適用する。

　　　足場の種類は、枠組み足場（ブラケット抱き足場、クサビ型足場も可）とする。補修後は整理清掃をすること。　　　足場の種類は、枠組み足場（ブラケット抱き足場、クサビ型足場も可）とする。補修後は整理清掃をすること。　　　足場の種類は、枠組み足場（ブラケット抱き足場、クサビ型足場も可）とする。補修後は整理清掃をすること。　　　足場の種類は、枠組み足場（ブラケット抱き足場、クサビ型足場も可）とする。補修後は整理清掃をすること。　　　足場の種類は、枠組み足場（ブラケット抱き足場、クサビ型足場も可）とする。補修後は整理清掃をすること。　　　足場の種類は、枠組み足場（ブラケット抱き足場、クサビ型足場も可）とする。補修後は整理清掃をすること。　　　足場の種類は、枠組み足場（ブラケット抱き足場、クサビ型足場も可）とする。補修後は整理清掃をすること。

（１）外壁修繕工事（１）外壁修繕工事（１）外壁修繕工事（１）外壁修繕工事（１）外壁修繕工事（１）外壁修繕工事（１）外壁修繕工事

　　ⅰ）浮き部補修　　ⅰ）浮き部補修　　ⅰ）浮き部補修　　ⅰ）浮き部補修　　ⅰ）浮き部補修　　ⅰ）浮き部補修　　ⅰ）浮き部補修

細目仕様細目仕様細目仕様細目仕様細目仕様細目仕様細目仕様

　１）調査報告書　１）調査報告書　１）調査報告書　１）調査報告書　１）調査報告書　１）調査報告書　１）調査報告書

　２）外壁等補修工事　２）外壁等補修工事　２）外壁等補修工事　２）外壁等補修工事　２）外壁等補修工事　２）外壁等補修工事　２）外壁等補修工事

　　　外部足場（低層部は脚立足場等も可）にて外壁調査（目視及び打診）を行った後、調査報告書を提出し、事前に監督職員と協議の上、　　　外部足場（低層部は脚立足場等も可）にて外壁調査（目視及び打診）を行った後、調査報告書を提出し、事前に監督職員と協議の上、　　　外部足場（低層部は脚立足場等も可）にて外壁調査（目視及び打診）を行った後、調査報告書を提出し、事前に監督職員と協議の上、　　　外部足場（低層部は脚立足場等も可）にて外壁調査（目視及び打診）を行った後、調査報告書を提出し、事前に監督職員と協議の上、　　　外部足場（低層部は脚立足場等も可）にて外壁調査（目視及び打診）を行った後、調査報告書を提出し、事前に監督職員と協議の上、　　　外部足場（低層部は脚立足場等も可）にて外壁調査（目視及び打診）を行った後、調査報告書を提出し、事前に監督職員と協議の上、　　　外部足場（低層部は脚立足場等も可）にて外壁調査（目視及び打診）を行った後、調査報告書を提出し、事前に監督職員と協議の上、

　　　補修箇所を決定するものとする。　　　補修箇所を決定するものとする。　　　補修箇所を決定するものとする。　　　補修箇所を決定するものとする。　　　補修箇所を決定するものとする。　　　補修箇所を決定するものとする。　　　補修箇所を決定するものとする。

　　　　モルタルの浮き補修において、上裏は注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（１６本／㎡）、それ以外は注入口付アンカーピンニング　　　　モルタルの浮き補修において、上裏は注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（１６本／㎡）、それ以外は注入口付アンカーピンニング　　　　モルタルの浮き補修において、上裏は注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（１６本／㎡）、それ以外は注入口付アンカーピンニング　　　　モルタルの浮き補修において、上裏は注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（１６本／㎡）、それ以外は注入口付アンカーピンニング　　　　モルタルの浮き補修において、上裏は注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（１６本／㎡）、それ以外は注入口付アンカーピンニング　　　　モルタルの浮き補修において、上裏は注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（１６本／㎡）、それ以外は注入口付アンカーピンニング　　　　モルタルの浮き補修において、上裏は注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（１６本／㎡）、それ以外は注入口付アンカーピンニング

　　　　部分エポキシ樹脂注入工法（９本／㎡）とする。また狭幅部（幅２００mm以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所）には、幅中央５本／ｍとする。な　　　　部分エポキシ樹脂注入工法（９本／㎡）とする。また狭幅部（幅２００mm以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所）には、幅中央５本／ｍとする。な　　　　部分エポキシ樹脂注入工法（９本／㎡）とする。また狭幅部（幅２００mm以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所）には、幅中央５本／ｍとする。な　　　　部分エポキシ樹脂注入工法（９本／㎡）とする。また狭幅部（幅２００mm以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所）には、幅中央５本／ｍとする。な　　　　部分エポキシ樹脂注入工法（９本／㎡）とする。また狭幅部（幅２００mm以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所）には、幅中央５本／ｍとする。な　　　　部分エポキシ樹脂注入工法（９本／㎡）とする。また狭幅部（幅２００mm以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所）には、幅中央５本／ｍとする。な　　　　部分エポキシ樹脂注入工法（９本／㎡）とする。また狭幅部（幅２００mm以下で帯状にはく離している幅の狭い箇所）には、幅中央５本／ｍとする。な

　　　　おアンカーピンはステンレス製とする。塗装色については監督職員に確認すること。　　　　おアンカーピンはステンレス製とする。塗装色については監督職員に確認すること。　　　　おアンカーピンはステンレス製とする。塗装色については監督職員に確認すること。　　　　おアンカーピンはステンレス製とする。塗装色については監督職員に確認すること。　　　　おアンカーピンはステンレス製とする。塗装色については監督職員に確認すること。　　　　おアンカーピンはステンレス製とする。塗装色については監督職員に確認すること。　　　　おアンカーピンはステンレス製とする。塗装色については監督職員に確認すること。

　　 工事カルテ作成・登録　　 工事カルテ作成・登録　　 工事カルテ作成・登録　　 工事カルテ作成・登録　　 工事カルテ作成・登録　　 工事カルテ作成・登録　　 工事カルテ作成・登録

(8)  強風時の作業は解体材、発生材の飛散防止に努めるとともに、埃等で周辺への影響を及ぼすことのないよう対策処置を講ずること。(8)  強風時の作業は解体材、発生材の飛散防止に努めるとともに、埃等で周辺への影響を及ぼすことのないよう対策処置を講ずること。(8)  強風時の作業は解体材、発生材の飛散防止に努めるとともに、埃等で周辺への影響を及ぼすことのないよう対策処置を講ずること。(8)  強風時の作業は解体材、発生材の飛散防止に努めるとともに、埃等で周辺への影響を及ぼすことのないよう対策処置を講ずること。(8)  強風時の作業は解体材、発生材の飛散防止に努めるとともに、埃等で周辺への影響を及ぼすことのないよう対策処置を講ずること。(8)  強風時の作業は解体材、発生材の飛散防止に努めるとともに、埃等で周辺への影響を及ぼすことのないよう対策処置を講ずること。(8)  強風時の作業は解体材、発生材の飛散防止に努めるとともに、埃等で周辺への影響を及ぼすことのないよう対策処置を講ずること。

特　記　仕　様　書特　記　仕　様　書特　記　仕　様　書特　記　仕　様　書特　記　仕　様　書特　記　仕　様　書特　記　仕　様　書

(15) 本工事にあたっては、施工後に階段、通路、住戸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床等、周囲の清掃を行うこと。(15) 本工事にあたっては、施工後に階段、通路、住戸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床等、周囲の清掃を行うこと。(15) 本工事にあたっては、施工後に階段、通路、住戸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床等、周囲の清掃を行うこと。(15) 本工事にあたっては、施工後に階段、通路、住戸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床等、周囲の清掃を行うこと。(15) 本工事にあたっては、施工後に階段、通路、住戸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床等、周囲の清掃を行うこと。(15) 本工事にあたっては、施工後に階段、通路、住戸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床等、周囲の清掃を行うこと。(15) 本工事にあたっては、施工後に階段、通路、住戸ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床等、周囲の清掃を行うこと。

　　請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金が５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス　　請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金が５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス　　請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金が５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス　　請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金が５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス　　請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金が５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス　　請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金が５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス　　請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金が５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス

(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督職員の確(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督職員の確(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督職員の確(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督職員の確(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督職員の確(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督職員の確(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督職員の確

認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以内に、完成

時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない（ただし、工事請負代金時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない（ただし、工事請負代金時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない（ただし、工事請負代金時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない（ただし、工事請負代金時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない（ただし、工事請負代金時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない（ただし、工事請負代金時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない（ただし、工事請負代金

変更時と完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。変更時と完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。変更時と完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。変更時と完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。変更時と完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。変更時と完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。変更時と完成時の間が１０日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。なお、日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。なお、日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。なお、日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。なお、日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。なお、日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。なお、日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。なお、

５００万円以上２５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。また、(財)５００万円以上２５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。また、(財)５００万円以上２５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。また、(財)５００万円以上２５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。また、(財)５００万円以上２５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。また、(財)５００万円以上２５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。また、(財)５００万円以上２５００万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。）。また、(財)

特記仕様書・付近見取り図・修繕範囲図特記仕様書・付近見取り図・修繕範囲図特記仕様書・付近見取り図・修繕範囲図特記仕様書・付近見取り図・修繕範囲図特記仕様書・付近見取り図・修繕範囲図特記仕様書・付近見取り図・修繕範囲図特記仕様書・付近見取り図・修繕範囲図

(7)  作業内容を入居者、近隣に周知すること。(7)  作業内容を入居者、近隣に周知すること。(7)  作業内容を入居者、近隣に周知すること。(7)  作業内容を入居者、近隣に周知すること。(7)  作業内容を入居者、近隣に周知すること。(7)  作業内容を入居者、近隣に周知すること。(7)  作業内容を入居者、近隣に周知すること。

(1)  本工事は、国土交通省大臣官房官庁営善部監修公共建築工事標準仕様書(最新版)同改修工事標準仕様書（最新版）に基づき施工する。(1)  本工事は、国土交通省大臣官房官庁営善部監修公共建築工事標準仕様書(最新版)同改修工事標準仕様書（最新版）に基づき施工する。(1)  本工事は、国土交通省大臣官房官庁営善部監修公共建築工事標準仕様書(最新版)同改修工事標準仕様書（最新版）に基づき施工する。(1)  本工事は、国土交通省大臣官房官庁営善部監修公共建築工事標準仕様書(最新版)同改修工事標準仕様書（最新版）に基づき施工する。(1)  本工事は、国土交通省大臣官房官庁営善部監修公共建築工事標準仕様書(最新版)同改修工事標準仕様書（最新版）に基づき施工する。(1)  本工事は、国土交通省大臣官房官庁営善部監修公共建築工事標準仕様書(最新版)同改修工事標準仕様書（最新版）に基づき施工する。(1)  本工事は、国土交通省大臣官房官庁営善部監修公共建築工事標準仕様書(最新版)同改修工事標準仕様書（最新版）に基づき施工する。

(6)  作業中は「労働安全衛生規則」を遵守し、作業員に対して安全管理の徹底を図ること。(6)  作業中は「労働安全衛生規則」を遵守し、作業員に対して安全管理の徹底を図ること。(6)  作業中は「労働安全衛生規則」を遵守し、作業員に対して安全管理の徹底を図ること。(6)  作業中は「労働安全衛生規則」を遵守し、作業員に対して安全管理の徹底を図ること。(6)  作業中は「労働安全衛生規則」を遵守し、作業員に対して安全管理の徹底を図ること。(6)  作業中は「労働安全衛生規則」を遵守し、作業員に対して安全管理の徹底を図ること。(6)  作業中は「労働安全衛生規則」を遵守し、作業員に対して安全管理の徹底を図ること。

修繕範囲図　S=1/600修繕範囲図　S=1/600修繕範囲図　S=1/600修繕範囲図　S=1/600修繕範囲図　S=1/600修繕範囲図　S=1/600修繕範囲図　S=1/600
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改修対象の建物を示す改修対象の建物を示す改修対象の建物を示す改修対象の建物を示す改修対象の建物を示す改修対象の建物を示す改修対象の建物を示す

工事場所：甲子町第４地割１８９番地１号工事場所：甲子町第４地割１８９番地１号工事場所：甲子町第４地割１８９番地１号工事場所：甲子町第４地割１８９番地１号工事場所：甲子町第４地割１８９番地１号工事場所：甲子町第４地割１８９番地１号工事場所：甲子町第４地割１８９番地１号

洞泉市営住宅２号棟洞泉市営住宅２号棟洞泉市営住宅２号棟洞泉市営住宅２号棟洞泉市営住宅２号棟洞泉市営住宅２号棟洞泉市営住宅２号棟

　　　「外壁調査報告書」の確認時及び補修完了時に、監督職員立会の検査を行う。　　　「外壁調査報告書」の確認時及び補修完了時に、監督職員立会の検査を行う。　　　「外壁調査報告書」の確認時及び補修完了時に、監督職員立会の検査を行う。　　　「外壁調査報告書」の確認時及び補修完了時に、監督職員立会の検査を行う。　　　「外壁調査報告書」の確認時及び補修完了時に、監督職員立会の検査を行う。　　　「外壁調査報告書」の確認時及び補修完了時に、監督職員立会の検査を行う。　　　「外壁調査報告書」の確認時及び補修完了時に、監督職員立会の検査を行う。

　　　　　　　

付近見取り図　S=1/2000付近見取り図　S=1/2000付近見取り図　S=1/2000付近見取り図　S=1/2000付近見取り図　S=1/2000付近見取り図　S=1/2000付近見取り図　S=1/2000

縮尺　　1/2000、1/600縮尺　　1/2000、1/600縮尺　　1/2000、1/600縮尺　　1/2000、1/600縮尺　　1/2000、1/600縮尺　　1/2000、1/600縮尺　　1/2000、1/600

主幹主幹主幹主幹主幹主幹主幹 補佐補佐補佐補佐補佐補佐補佐
洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事

令和4年　　7月　　令和4年　　7月　　令和4年　　7月　　令和4年　　7月　　令和4年　　7月　　令和4年　　7月　　令和4年　　7月　　
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釜石市建設部都市計画課
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　洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事

令和4年 7月　



課長 図面名設計 係 工事名
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脱衣室
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玄関 階段
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釜石市建設部都市計画課
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洞泉市営住宅２号棟　１階～４階　平面図

洞泉市営住宅２号棟　１階～４階　平面図
主幹 補佐

洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事

令和4年　7月 



下地調整RB種+錆止塗装１回+SOP塗装　工程B種　（内外共）

竪樋(新設)

850

1
,
8
5
0

P

高圧水洗浄(100～150kgf/c㎡程度)

下地処理(サンダー工法)

D

E

修　　繕　　内　　容

G

H

I

J

K

L

共用階段天井部

各部屋出入口ドア

M

N

O

P

Q

R

S

T

高圧水洗浄(100～150kgf/c㎡程度)

下地処理(サンダー工法)

C

高圧水洗浄(100～150kgf/c㎡程度)

下地処理（サンダー工法）

既存ウレタン欠損部補修

N

P

L

3,700 2,600 1,100

3,700
750

3,700

1,200

1,100

8
8
0

4
0
0

7
7
0

2
0
0

K
1,550

部位記号

A

B

外壁

庇

軒裏 庇裏

土台巾木

配電盤

共用階段壁(腰上)

共用階段壁(腰部)

共用階段収納庫ﾊﾟﾈﾙ

シーリング打ち替え：変性ｼﾘｺｰﾝMS-2 10×15建具廻り　

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ手摺

本体撤去+基部処理(削孔+防錆処理+ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填)

本体撤去+竪樋(取付ｿｹｯﾄ+VP100ｶﾗｰ+取付ﾊﾞﾝﾄﾞ)　新設

設計 係 工事名 図面名

Ａ－４

ｶﾞﾗｽ：両面清掃（枠含む）

点検口鉄蓋

(Ｈ540×Ｗ600）)

下地調整RB種+錆止塗装１回+SOP塗装　工程B種

本体撤去+基部復旧（厚150mm程度）

下地調整RB種+錆止塗装１回+SOP塗装　工程B種　

M

室名札：清掃・再取付

掲示板：養生・清掃

名札：清掃・再取付

F

課長

釜石市建設部都市計画課

避難梯子E

C

E
B

C

C

E

B

B

※既設外壁吹付塗材について、ｱｽﾍﾞｽﾄ調査を行うこととする。

①②③

階段断面図　　　S=1/20

P

K

L

1,100

1,100

M

名札：清掃・再取付4階

C

E

4
7
0

B

2V

Q

V

Q

V

Q

V

Q

ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床面と外壁取り合い部
：Uｶｯﾄ(10×10程度及びｼｰﾘﾝｸﾞ)

2号棟西側壁面部

G H

電気BOX 

電気BOX 

2号棟棟：(900×800×200)　

下地調整RB種+錆止塗装１回+SOP塗装　工程B種　

下地調整RB種+錆止塗装１回+SOP塗装　工程B種　

2号棟：(800×800×160)　

(1200×900×200)

A

手すり

L

1
,
0
3
0

　壁

P

Y

2,300 1,100 1,100

K

L

P

4
0
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1,950 900 1,100
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2
,
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1,520

１～３階

2,300 3
5
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

2,300

2,3002,300

修　繕　凡　例　（2号棟）

1～4階展開図　S=1/100

ウレタン塗膜防水(防水＋ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ〈ｳﾚﾀﾝ系〉)

D

素地調整（樹脂ﾓﾙﾀﾙ薄塗り　3㎜）

竪樋(新設)
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ内 本体・中継ﾄﾞﾚｲﾝ撤去+竪樋(取付ｿｹｯﾄ+VP100ｶﾗｰ+取付ﾊﾞﾝﾄﾞ)・ﾄﾞﾚｲﾝ　新設

F

F

F

F

下地調整(ｻﾝﾀﾞｰ掛け+左官仕上げ)・DP塗り（C-2種）

下地調整RB種+錆止塗装１回+SOP塗装　工程B種　（内外共）

ｱﾙﾐ手摺付笠木ｼﾙﾊﾞｰ1段立縦格子　新設（BL手摺同等品）

ｱﾙﾐ窓手摺

(W200×H1220×L4800)

ｱﾙﾐ窓手摺ｼﾙﾊﾞｰ縦格子　新設

R

R

R

R

D

1
,
0
0
0

郵便ﾎﾟｽﾄ 本体撤去・集合ﾎﾟｽﾄ新設　南京錠対応　8戸用(KAMﾎﾟｽﾄBﾀｲﾌﾟ同等品）

2号棟：3箇所

郵便ﾎﾟｽﾄ架台

（加工品）

SUS HL W:780 H:1155

支柱□-50ｘ50ｘ1.5　横架材L-40ｘ40ｘ3

U 床下換気口

U(床下換気口)

本体撤去+新設150ｘ450（ﾅｽﾀKS-0311PN-15-LG　同等品）

物干金物V 本体撤去+ｱﾙﾐ自在物干金物　新設（H780　2台/組）

W 本体撤去＋基部処理(削孔＋防錆処理＋エポキシ樹脂）隔て板 

ｱﾙﾐ枠＋ｶﾗｰｹｲｶﾙ板（ｔ：5.0）避難表示ｽﾃｯｶｰ共　新設

（W：920ｘH1800）

W

W

W

W

X

D

D

D

1
9
0

270

階段踏面図

階段修繕内容
①階段滑り止め撤去
②小斫り
③断面修復(ﾓﾙﾀﾙ補修)

⑤階段滑り止め新設
④長尺塩ビシート

⑥端末金物新設
⑤⑥

④長尺塩ビシート

X

X
長尺塩ビシート 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　ｔ＝2.5

⑤階段滑り止め新設

雨水溝

Y ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床 素地調整（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ）

Y

Y

Y

Y

150 80 1
3
0

1
3
0

　立面図　S=1/100
ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ床面と外壁取り合い部
：Uｶｯﾄ(10×10程度及びｼｰﾘﾝｸﾞ)

970

Y

ベランダ床の超速硬化ウレタン吹付け工法について、膜厚測定を行うこと。

メーカー責任施工、保証期間5年以上とする。

Y

縮尺　　1/100　

Y

素地調整(下地調整材C-2　塗厚1㎜程度)

素地調整(下地調整材C-2　塗厚1㎜程度)

素地調整(下地調整材C-2　塗厚1㎜程度)

(H800×L1900)

M

N

超速硬化ｳﾚﾀﾝ吹付け工法　ﾘﾑｽﾌﾟﾚｰSD-RR20CR工法　環境対応型　同等品

D

下地調整(ｻﾝﾀﾞｰ掛け+左官仕上げ)・リシン吹付(外装薄塗材)

下地調整(ｻﾝﾀﾞｰ掛け+左官仕上げ)・リシン吹付(外装薄塗材)

Z 塩ビ管(VP50)

(ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ内)

本体撤去+塩ビ管(雑排水管)【取付ｿｹｯﾄ+VP50ｶﾗｰ+取付ﾊﾞﾝﾄﾞ】　新設

立面図・階段室図・1～4階展開図・断面図・階段断面図・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ断面図

Z

Z

Z

Z

A1 ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 本体撤去+新設(丸形ﾌｰﾄﾞ・横ｶﾞﾗﾘ付き)ｱﾙﾐ製FD付　200×200

A1

A1

A1

A1

S≒1/33
ベランダ防水範囲図

階段室図　S=1/100 a～a'断面図　S=1/100

2,200

J

Y

O

P

O

1,550

1,550

O

K

1,550

a'

a

B

C

P

P

P

ガラス:両面清掃（枠含む）

ガラス:両面清掃（枠含む）

名札：各室取外し
    　清掃の上、再取付

ガラス:両面清掃（枠含む）

I

T

S

M

M

M

M

K

K

K

M

M

M

B1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ＋撤去＋透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装新設(70㎡程)

1,500

B1

主幹 補佐
洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事

防水形複層塗材E(ゴム系弾性塗材)

防水形複層塗材E(ゴム系弾性塗材)

令和4年　　7月　　



釜石市

参　考　資　料

洞泉市営住宅２号棟改修（建築主体）工事




























